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第１章 背 景 

平成２３年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、「平成二十

三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出

された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（以下「放射性物質

汚染対処特措法」という。）の基本方針が同年１１月１１日に、「除染関係ガイドライ

ン」が同年１２月１４日に国より示されました。また、食品を摂取することに伴って生

じる内部被ばくについて、厚生労働省は、平成２３年３月１７日から食品中の放射性物

質に関する暫定規制値を設定し、その後平成２４年４月１日に基準値を改めて設定して

います。 

越谷市では、これらの方針等を踏まえ、放射線に対する取組みを計画的に進め、市民

の安全・安心を守るため、平成２４年１月に越谷市放射線対策基本方針（以下「本方針」

という。）を策定し、その後必要に応じ内容の見直しを行いながら継続的な放射線対策

に取り組んでいます。 

第２章 現 状 

越谷市では、平成２３年度から、外部被ばく対策として小中学校、保育所、公園等の

主に子どもが利用する公共施設について空間放射線量の測定調査等を実施し、比較的空

間放射線量の高い箇所については、表土等を除去し、埋設・覆土する低減策を行いまし

た。その結果、平成２５年度以降全ての測定地点で目標値（年間１ミリシーベルト以下）

を達成しています。また、内部被ばく対策として小中学校や保育所等で提供される給食

食材の検査を実施しています。 

事故から１０年が経過したことから、放射性物質の移動は沈静化し、半減期により放

射線量は緩やかに減少し続けています。事故発生後数年間は、走行サーベイによる放射

線量測定や、土壌・プール水の放射性物質測定、パンフレットの作成など様々な対策を

実施してきましたが、現在は、状況把握のために必要なモニタリング測定を適切に実施

しているところです。 

第３章 基本方針 

越谷市は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線対策について、以下の

とおり取り組みます。 

１．市内の放射線量の推移を引き続き把握し、適切に対応することにより、目標値（年

間１ミリシーベルト以下）を維持していきます。 

 ２．給食や水道水等の安全性の確認のため、学校給食食材等の放射性物質検査を引き

続き実施します。 

３．市民の放射線に対する理解促進のため、測定値等の情報提供に努めます。 
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第４章 対策内容 

１.対策方針 

放射性物質汚染対処特措法の基本方針では、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の 

２００７年勧告及び原子力安全委員会の「基本的考え方※1」等を踏まえ、追加被ばく線

量が年間２０ミリシーベルト未満である地域については、追加被ばく線量が年間１ミリ

シーベルト以下となることを目標としています。 

越谷市ではこれを踏まえ、「追加被ばく線量 年間１ミリシーベルト以下」を目標と

します。 

この目標の達成のため、空間放射線量※2の目標値を地表面から１ｍまたは５０cmで毎

時０．２３マイクロシーベルト未満、５cmで毎時１マイクロシーベルト未満とし、目標

値を超える場合は低減対策を実施することとします。 

給食・水道水・農産物については、現在のところ本市において厚生労働省の定める基

準値を超えた放射性物質が検出されてはおりませんが、引き続き埼玉県等と連携し必要

な検査を実施することとします。 

２.実施主体 

対策の実施主体は次のとおりとします。 

被ばく対策の種類 対象 実施者 

放射線による外部

被ばく 

市の公共施設 越谷市 

公共的施設 

（私立保育園、私立幼稚園等） 

施設管理者 

（ただし、越谷市も測定等に協力

する）

民間の私有地 所有者、管理者 

放射性物質の間接

摂取による内部被

ばく 

学校・保育所・児童発達支援

センター等の給食 
埼玉県、越谷市 

水道水 埼玉県、越谷･松伏水道企業

団 

農産物等 埼玉県 

※１ 「今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的考え方について」（平

成２３年７月１９日原子力安全委員会）

※２ 自然界からのうち、大地及び宇宙からの放射線量のみ含む放射線量
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３.実施内容 

（１）放射線等の監視（モニタリング） 

①空間放射線量の測定

市の「空間放射線量モニタリング測定方針」に基づき、市内の代表的な地点及び除染

土壌埋設箇所の空間放射線量の測定を行います。 

②給食食材・水道水・農産物等の検査 

【学校・保育所・児童発達支援センター等の給食の検査】 

国による食品中の放射性物質に関する検査結果を参考に、食材のチェックを行うと

ともに、市の「小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質モニタリング測定方針」

に基づき、検査を行います。 

【水道水に関する検査】 

水道水を供給している越谷・松伏水道企業団では、水道水の約９割が埼玉県の庄和浄

水場・新三郷浄水場より受水したもので、残り約１割が区域内の井戸から地下水をくみ

上げたものです。埼玉県は、すべての県営浄水場の水の検査を実施しています。地下水

については、企業団において安全確認のため、浄水場（築比地・南部）の地下水浄水処

理後の水の検査を行います。 

【農産物等に関する検査】 

市では、埼玉県が実施する国の統一した測定方法による放射性物質の農産物等の検査

に協力します。 

（２）放射線量低減対策等 

①空間放射線量に異常がみられた場合 

放射線量の大幅な増加等が確認された場合、必要に応じ公共施設等の測定を行い、さ

らに目標値を超えた場合は、詳細な測定により低減作業の範囲を確認した後、敷地内の

表土除去などを行います。なお、低減対策は「除染関係ガイドライン」（環境省）に基

づき行います。 

②給食食材・水道水・農産物等が目標値を超えた場合 

【学校・保育所・児童発達支援センター等の給食食材】 

測定の結果、放射性物質が1キログラムあたり20ベクレルを超えた食材（セシウムに

ついては、セシウム１３４、セシウム１３７いずれかが10ベクレルを超えた食材）は、

使用を中止し他の食材に変更するなどの対応を行います。 
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【水道水】 

 越谷・松伏水道企業団では、河川水を水源とする埼玉県水の放射性ヨウ素が、乳児の

指標値である1キログラムあたり100ベクレルを超えた場合及び放射性セシウムが1キロ

グラムあたり10ベクレルを超えた場合は、1歳未満の乳児を持つ世帯へ安全な水の応急

給水を行います。 

【農産物等】 

埼玉県が実施した測定の結果、厚生労働省の定める基準値を超えた農産物等について

は出荷や販売が制限されます。 

③除染土壌埋設箇所の改修等が生じた場合 

埋設土壌の放射線量等を調査し、埋設土壌の移設や処分等を検討し、適切な措置を実

施します。 

（３）実施状況の公表 

本方針に基づく、空間放射線量の監視結果、給食食材等の放射性物質の検査結果、低

減対策の実施状況については、越谷市ホームページ等により随時公表します。 

４.国、埼玉県、近隣５市１町との連携について 

市では、国や埼玉県、近隣５市１町で構成する埼玉県東南部地域放射線対策協議会と

連携し、情報交換、対策の検討を行い、広域的な対応に取り組みます。 

第５章 方針の見直し 

今後の監視（測定）結果や、国の方針の改正等を踏まえ、本方針は必要に応じて随時

見直しをするものとします。 
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